
◎
社
会
通
信
教
育
基
準
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

通
則

第
一

通
則

（
一
般
原
則
）

（
一
般
原
則
）

２

通
信
教
育
は
、
広
く
国
民
の
職
業
若
し
く
は
家
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能

２

通
信
教
育
は
、
広
く
国
民
の
職
業
も
し
く
は
家
事
に
必
要
な
知
識
お
よ
び
技

の
習
得
又
は
教
養
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
を
効
果
的
に
達
成

能
の
習
得
ま
た
は
教
養
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
を
効
果
的
に

す
る
た
め
に
必
要
か
つ
明
確
な
教
育
計
画
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
明
確
な
教
育
計
画
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

い
。

な
い
。

３

通
信
教
育
の
内
容
は
、
特
定
の
政
党
若
し
く
は
宗
派
を
支
持
し
、
又
は
反
対

３

通
信
教
育
の
内
容
は
、
特
定
の
政
党
も
し
く
は
宗
派
を
支
持
し
、
ま
た
は
反

し
、
そ
れ
ら
の
主
義
若
し
く
は
信
条
を
宣
伝
し
、
又
は
非
難
す
る
も
の
で
あ
っ

対
し
、
そ
の
主
義
や
信
条
を
宣
伝
し
、
ま
た
は
非
難
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な

て
は
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
修
業
期
間
）

（
修
業
期
間
）

４

通
信
教
育
の
修
業
期
間
は
、
原
則
と
し
て
二
月
以
上
と
す
る
。

４

通
信
教
育
の
修
業
期
間
は
、
原
則
と
し
て
三
月
以
上
と
す
る
。

第
二

実
施
者

第
二

実
施
者

（
施
設
等
）

（
専
用
施
設
）

４

実
施
者
は
、
通
信
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設

４

実
施
者
は
、
通
信
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
専
用
の
施
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備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
お
よ
び
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

教
務
責
任
者
及
び
学
習
指
導
者

第
三

教
務
責
任
者
お
よ
び
学
習
指
導
者

（
学
習
指
導
者
）

（
学
習
指
導
者
）

３

通
信
教
育
に
は
、
通
信
教
育
の
内
容
及
び
受
講
者
数
に
応
じ
て
、
学
習
指
導

３

通
信
教
育
に
は
、
通
信
教
育
の
内
容
お
よ
び
受
講
者
数
に
応
じ
て
、
学
習
指

を
迅
速
か
つ
適
切
に
行
う
に
必
要
な
数
の
学
習
指
導
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

導
を
迅
速
か
つ
適
切
に
行
な
う
に
必
要
な
数
の
学
習
指
導
者
を
置
か
な
け
れ
ば

な
い
。

な
ら
な
い
。
学
習
指
導
者
の
う
ち
一
部
は
、
専
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四

教
材

第
四

教
材

（
教
材
作
成
の
原
則
）

（
教
材
作
成
の
原
則
）

１

教
材
は
、
通
信
に
よ
る
学
習
の
特
性
を
考
慮
し
、
受
講
者
の
自
学
自
習
を
容

１

通
信
教
育
の
教
材
（
以
下
「
教
材
」
と
い
う
。
）
は
、
通
信
に
よ
る
学
習
の

易
に
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
性
を
考
慮
し
、
受
講
者
の
自
学
自
習
を
容
易
に
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六

修
了
の
認
定

第
六

修
了
の
認
定

１

実
施
者
は
、
当
該
通
信
教
育
の
修
業
期
間
に
お
い
て
全
て
の
内
容
を
学
習
し

実
施
者
は
、
教
育
計
画
に
し
た
が
つ
て
通
信
教
育
の
全
課
程
を
受
講
し
た
者
に

、
通
信
教
育
の
全
て
の
内
容
の
学
習
後
に
実
施
す
る
試
験
及
び
平
常
の
成
績
が

対
し
て
試
験
を
実
施
し
、
そ
の
成
績
お
よ
び
平
常
の
成
績
が
所
定
の
水
準
以
上
で

所
定
の
水
準
以
上
で
あ
る
受
講
者
に
対
し
て
、
当
該
通
信
教
育
の
修
了
を
認
め

あ
る
と
き
は
、
当
該
課
程
の
修
了
を
認
め
、
修
了
証
書
を
授
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

、
修
了
証
書
を
授
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

受
講
者
が
当
該
通
信
教
育
の
修
業
期
間
内
に
全
て
の
内
容
を
学
習
し
、
前
項



別添２

の
試
験
及
び
平
常
の
成
績
が
所
定
の
水
準
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
実
施

者
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社

会
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
通
信
教
育
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
受
講
者

に
対
し
、
当
該
通
信
教
育
の
修
了
を
認
め
、
修
了
証
書
を
授
与
す
る
こ
と
が
で

き
る
。


